
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
船
用
品
検
査
試
験
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
用
品
検
査
試
験
規
則
（
大
正
九
年
逓
信
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
、
第
四
号
書
式
及
び
第
五
号
書
式
中
「

」
を
削
る
。

（
軌
道
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

軌
道
法
施
行
規
則
（
大
正
十
二
年
内
務
鉄
道
省
令
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
連
署
ノ
上
左
ノ
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
次
ノ
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
連
署
ノ
上
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
連
署
（
新
設
分
割
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
署
名
）
ノ
上
左
ノ
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記

載
シ
次
ノ
」
に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
八
号

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る

た
め
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
船
舶
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
舶
法
施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
８
を
削
る
。

第
五
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
11
を
削
る
。

第
八
号
書
式
及
び
第
九
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
（
明
治
三
十
八
年
逓
信
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
署
名
捺
印
シ
且
毎
葉
ノ
綴
目
ニ
契
印
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
記
載
シ
抵
当
権
者
及
会
社
ノ
代
表
取
締
役
又
ハ
代
表
執
行
役
之
ニ
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
記
載

ス
ベ
シ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
名
称
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
ノ
二
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
、
同
条
第
一
号
中
「
名
称
」
を

「
氏
名
又
ハ
名
称
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
を
削
る
。
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別
記
様
式
第
三
中
「

」
を
削
り
、

「
備
考１
申
出
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載

２
申
出
人
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記

に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
地
積
」
欄
の
最
下
段
に
地
積
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
換
地
処
分
の
共
用
持
分
」
欄
は
、
従
前
の
宅
地
の
価
額
の
割
合

る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
法
人
の

す
る
こ
と
。

載
を
自
署
で
行
う
場
合

」

を 「
備
考１
申
出
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
地
積
」
欄
の
最
下
段
に
地
積
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
換
地
処
分
後
の
共
用
持
分
」
欄
は
、
従
前
の
宅
地
の
価
額
の
割
合
と
異
な

め
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

と
異
な
る
割
合
を
定
め

」

そ
の
法
人
の

る
割
合
を
定

に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
一
面
中
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

第
五
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
第
一
面
及
び
第
十
三
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名

及
び
法
人
に
あ

そ
の
代
表
者
の

又
は
名
称

っ
て
は
、

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
（
管
理
者
等
）
の
氏
名
又
は
名
称
、

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」を「申
請
者
（
管
理
者
等
）

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

の
氏
名
又
は
名
称
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
第
一
面
中
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員

印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

（
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
）

第
百
条

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
」
及
び
注
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を
「
記
載

し
た
」
に
改
め
る
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」を「
記

載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令（
平
成
四
年
建
設
省
令
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

（
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
七
条

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。
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